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歯科材料９ 歯科用研削材料 

一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN70908000 

DM CAD/CAMミリングバー 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【形状・構造及び原理等】 

［形状・構造］                   （単位：mm） 
形状・型番 仕様 
型番：DM-DLC2.0 
 
 
 

作業部形状 

作業部形状 ボールエンド 
作業部径 φ2.0 
軸径 φ4.0 
全長 50 
ネック長 16 
コーティング DLC 

型番：DM-DLC0.8 
 
 
 

作業部形状 

作業部形状 ボールエンド 
作業部径 φ0.8 
軸径 φ4.0 
全長 50 
首下長 12 
コーティング DLC 

型番：DM-DLC0.4 
 
 
 

作業部形状 

作業部形状 ボールエンド 
作業部径 φ0.4 
軸径 φ4.0 
全長 50 
首下長 6 
コーティング DLC 

型番：DM-DIA2.0 
 
 
 

作業部形状 

作業部形状 ボールエンド 
作業部径 φ2.0 
軸径 φ4.0 
全長 50 
首下長 16 
コーティング ダイヤモンド 

型番：DM-DIA0.8 
 
 
 

作業部形状 

作業部形状 ボールエンド 
作業部径 φ0.8 
軸径 φ4.0 
全長 50 
首下長 12 
コーティング ダイヤモンド 

型番：DM-DIA0.4 
 
 
 

作業部形状 

作業部形状 ボールエンド 
作業部径 φ0.4 
軸径 φ4.0 
全長 50 
首下長 6 
コーティング ダイヤモンド 

 
［材質］：タングステンカーバイド鋼 
 
 

【使用目的又は効果】 

各種歯科用CAD/CAM材料を切削・研削加工するために用いる回転器具で、
専用の加工機に取り付けて使用する。 
 

【使用方法等】 

［併用する医療機器について］ 

本品と併用する装置及び材料は次の通り。各製品の使用方法は付属の添

付文書及び取扱説明書を参照すること。 

① CAD/CAM 装置 

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 

「歯科用 CAD/CAM マシン DWX-51D」（届出番号：22B3X10006000021） 

「歯科用 CAD/CAM マシン DWX-4」  （届出番号：22B3X10006000050） 

 

［使用方法］ 
１） CAD/CAM 装置に付属の添付文書及び取扱説明書に従い、本品を

CAD/CAM 装置に取り付けること。 
２） WorkncDentalから加工データを送信して加工を行うこと。 
 
 

【使用上の注意】 

１） 最高許容回転速度 30,000min-1 を超えて使用しないこと。 
２） 他社から販売されている DWX-51D, DWX-4 には使用しないこと。 
３） 加工用データは、必ず WorkncDental で作成されたデータを使用

すること。（不適切な加工条件で加工した場合、加工物の不良や本
材の変形、破損等のおそれがあります。） 

４） 変形、破損、腐食等があるものは使用しないこと。 
５） 本材の加工、改造は行わないこと。 
６） 本材の使用中に異常な振動や音を感じた際は、直ちに使用を中止

すること。 
７） 本材は刃物であるため、取扱いには充分注意すること。 
８） ハイブリッド型レジン材料の加工は、必ずコーティングがダイヤ

モンドの本材を使用し、DLC コーティングの製品は使用しないこ
と。 

９） 2 種類以上の材料を加工する場合は、1 材料につき本材を 1 セッ
ト準備し、同一セットで異種材料を加工しないこと。 

（加工物に異種材料の切削屑が付着すると、加工物の不良の原因に
なるおそれがあります。） 

10）次の行為は、破損の原因になるため行わないこと。 
・刃先を持つ。 
・刃先に衝撃を加える。 
・刃先を変形させる。 
 

【保管方法及び有効期間等】 

[保管方法] 
１） 本品は汚染及び錆を防ぐため、清潔で湿度が高くならない場所に

て保管・管理すること。 
２） 錆びる恐れがあるため水分が付着したまま保管しないこと。 
３） 「もらいさび」が発生するおそれがあるため、錆びている製品と

一緒に保管しないこと。 
 

【保守・点検に係る事項】 

１） 金属製のブラシ等で清掃しないこと。 
２） 水分を含んだ布等で清掃しないこと。 
３） 工業用工具に用いられるオイル等は、加工する歯科用修復物に付

着する恐れがあるため塗布しないこと。 
 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者： (株)モモセ歯科商会 
住所    ： 〒543-0054 

         大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6 番 35 号 
電話番号  ： 06-6773-3333 
緊急連絡先 ： (株)モモセ歯科商会 推進事業部 ASU 
電話番号  ： 06-6773-4175 
ファックス ： 06-6773-0927 
製造業者  ： オーエスジー株式会社 

 
販売業者の連絡先：（空欄です。使用者が下に記載してください） 
 


